
貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書 
平成13年４月１日 01-制度-00014 

沿 革  （略） 

平 成 25年 12月 18日  一 部 改 正 
 
 

（付保対象等） 
第１条 銀行等は、    年 月 日から    年 月 日

までの期間に締結した附帯別表第１に掲げる輸出代金貸付契約

及び仲介貿易代金貸付契約（以下「貸付契約」という。）のすべ

てについて貸付契約の締結後、原則として、第１回貸出実行の

前日までに日本貿易保険に対し保険の申込みをし、日本貿易保

険は、当該申込みに基づいて保険契約が締結された貸付契約に

ついて銀行等の受ける損失を、貿易代金貸付保険約款（以下「約

款」という。）及びこの特約書の定めるところに従い、てん補す

る責めに任ずる。  
  ただし、銀行等と日本貿易保険との間で締結する保険契約

について、貿易代金貸付保険（外貨建対応方式）特約書（平成

１７年４月１日 ０５－制度－０００１７。以下「外貨建特約

書」という。）が付された場合は、日本貿易保険は、約款、この

特約書及び外貨建特約書の定めるところに従い、てん補する責

めに任ずる。 
 
第２条～第１７条（略） 
 
附帯別表第１～３（略） 

 
附 則 

 この改正は、平成２６年１月１日から実施する。 
 

貿易代金貸付保険包括保険（２年以上）特約書 
平成13年４月１日 01-制度-00014 

沿 革  （略） 

 
 
 

（付保対象等） 
第１条 銀行等は、    年 月 日から    年 月 日

までの期間に締結した附帯別表第１に掲げる輸出代金貸付契約

及び仲介貿易代金貸付契約（以下「貸付契約」という。）のすべ

てについて貸付契約の締結後、第１回貸出実行条件充足の日か

ら１月以内かつ第１回貸出実行の前日までに日本貿易保険に対

し保険の申込みをし、日本貿易保険は、当該申込みに基づいて

保険契約が締結された貸付契約について銀行等の受ける損失

を、貿易代金貸付保険約款（以下「約款」という。）及びこの特

約書の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。  
  ただし、銀行等と日本貿易保険との間で締結する保険契約

について、貿易代金貸付保険（外貨建対応方式）特約書（平成

１７年４月１日 ０５－制度－０００１７。以下「外貨建特約

書」という。）が付された場合は、日本貿易保険は、約款、この

特約書及び外貨建特約書の定めるところに従い、てん補する責

めに任ずる。 
 
第２条～第１７条（略） 
 
附帯別表第１～３（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


